
JP 2009-204946 A 2009.9.10

(57)【要約】
【課題】用途に応じてシールの特定部分の接着力を調整
可能なシールに関する技術を提供する。
【解決手段】内容物を収容する容器本体部と該容器本体
部の開口部を塞ぐ蓋部とを有する所定の容器を封印する
封印シールであって、シート状のシール本体と、前記シ
ール本体の一方の面に設けられ、前記所定の容器と接着
される接着部と、を備え、前記接着部は、前記容器本体
部に接着される本体接着部と、該本体接着部と一体的に
形成され、前記蓋部に接着される蓋接着部と、を有し、
前記蓋接着部は、該蓋部との接着強度を調整するための
領域として、該蓋部と接着しない非接着領域を有し、か
つ、接着強度が前記本体接着部の接着強度よりも弱く調
整されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の対象物へ貼付するシールであって、
　シート状のシール本体と、
　前記シール本体の一方の面に設けられ、前記所定の対象物と接着される接着部と、を備
え、
　前記接着部は、前記所定の対象物との接着強度を調整するための領域として、該所定の
対象物と接着しない非接着領域を有する、シール。
【請求項２】
　前記非接着領域は、互いに間隔をあけて前記接着部上に設けられる複数のドットによっ
て構成される、請求項１に記載のシール。
【請求項３】
　前記接着部の接着強度は、前記複数のドットの数と、該複数のドットを構成する各ドッ
トの大きさと、該複数のドット同士の間隔と、のうち少なくともいずれか一つの要素に基
づいて調整される、請求項２に記載のシール。
【請求項４】
　内容物を収容する容器本体部と該容器本体部の開口部を塞ぐ蓋部とを有する所定の容器
を封印する封印シールであって、
　シート状のシール本体と、
　前記シール本体の一方の面に設けられ、前記所定の容器と接着される接着部と、を備え
、
　前記接着部は、前記容器本体部に接着される本体接着部と、該本体接着部と一体的に形
成され、前記蓋部に接着される蓋接着部と、を有し、
　前記蓋接着部は、該蓋部との接着強度を調整するための領域として、該蓋部と接着しな
い非接着領域を有し、かつ、接着強度が前記本体接着部の接着強度よりも弱く調整されて
いる、封印シール。
【請求項５】
　前記非接着領域は、互いに間隔をあけて前記接着部上に設けられる複数のドットによっ
て構成される、請求項４に記載の封印シール。
【請求項６】
　前記接着部の接着強度は、前記複数のドットの数と、該複数のドットを構成する各ドッ
トの大きさと、該複数のドット同士の間隔と、のうち少なくともいずれか一つの要素に基
づいて調整される、請求項５に記載の封印シール。
【請求項７】
　封印シールによって封印される化粧料容器であって、
　前記化粧料容器は、化粧料を収容する容器本体部と、該容器本体部の開口部を塞ぐ蓋部
と、を備え、
　前記封印シールは、シート状のシール本体と、前記シール本体の一方の面に設けられ、
前記所定の容器と接着される接着部と、を備え、
　前記接着部は、前記容器本体部に接着される本体接着部と、該本体接着部と一体的に形
成され、前記蓋部に接着される蓋接着部と、を有し、
　前記蓋接着部は、該蓋部との接着強度を調整するための領域として、該蓋部と接着しな
い非接着領域を有し、かつ、接着強度が前記本体接着部の接着強度よりも弱く調整されて
いる、化粧料容器。
【請求項８】
　前記非接着領域は、互いに間隔をあけて前記接着部上に設けられる複数のドットによっ
て構成される、請求項７に記載の化粧料容器。
【請求項９】
　前記接着部の接着強度は、前記複数のドットの数と、該複数のドットを構成する各ドッ
トの大きさと、該複数のドット同士の間隔と、のうち少なくともいずれか一つの要素に基
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づいて調整される、請求項８に記載の化粧料容器。
【請求項１０】
　内容物を収容する容器本体部と該容器本体部の開口部を塞ぐ蓋部とを有する所定の容器
を封印する封印シールの製造方法であって、
　シート状のシール本体の一方の面に設けられている前記所定の容器と接着される接着部
のうち、前記蓋部と接着される蓋接着部に、該蓋部との接着強度を調整するための領域と
して、該蓋部と接着しない非接着領域を印刷によって形成する、封印シールの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シール、封印シール、封印シールによって封印された化粧料容器、及び封印
シールの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　容器本体の開口部を封印する封印シールとして、例えば特許文献１に記載の技術が知ら
れている。特許文献１には、容器本体の開口部を封印する封印シールであって、該封印シ
ールに単色光の照射により固有の像を現出し、かつ封印シールを容器本体から剥離するこ
とにより損傷するホログラムフィルム部を有する封印シールが開示されている。特許文献
１に記載の技術によれば、封印を行う部材の偽造を防止すると共に、封印が未開封である
ことを確実に証明することができる。
【特許文献１】特開２００１－３０１７９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　容器本体の開口部を封印する封印シールが知られている。封印シールは、封印時（例え
ば、封印シールが付された容器本体の保管時や輸送時）、封印シールが容器から剥がれる
ことがないように強い接着力が必要とされる。一方、封印を開放した後、すなわち、容器
を使用する際には、封印を開放した後のシールのうちの不用な部分は、容器から容易に剥
がせることが望ましい。容器開封後における余分なシールは、使用の妨げとなる虞があり
、また、容器の外観を損なうことも懸念されるからである。
【０００４】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、用途に応じてシールの特定部分の接
着力を調整可能なシールに関する技術を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明では、上述した課題を解決するために、シールの接着部に、接着強度を調整する
ための領域として、接着力がない部分を適宜設けることとした。これにより、シールの接
着力を部分的に調整することが可能となる。
【０００６】
　詳細には、本発明は、所定の対象物へ貼付するシールであって、シート状のシール本体
と、前記シール本体の一方の面に設けられ、前記所定の対象物と接着される接着部と、を
備え、前記接着部は、前記所定の対象物との接着強度を調整するための領域として、該所
定の対象物と接着しない非接着領域を有する。
【０００７】
　本発明のシールは、所定の対象物と接着される接着部に非接着領域が設けられている。
この非接着領域は、所定の対象物と接着しない領域、換言すると粘着力がない領域である
。従って、この非接着領域を増減させることで、接着部の接着強度を調整することが可能
となる。
【０００８】
　非接着領域は、複数のドットによって構成することができる。この場合、ドットの形状
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等は特に限定されず、円形、多角形等、いずれでもよい。なお、ドットの数と、複数のド
ットを構成する各ドットの大きさと、複数のドット同士の間隔と、のうち少なくともいず
れか一つの要素を調整すること、換言すると、接着部における非接着領域の割合を調整す
ることで、接着部の強度を調整することができる。また、非接着領域は、例えば、格子状
に形成してもよい。この場合、格子を構成する線同士の間隔や線の太さを調整することで
、接着部の接着強度を調整することができる。
【０００９】
　なお、上記シールは、封印シールとして好適に用いることができる。ここで、封印シー
ルについて説明すると、封印シール、特に容器本体部と蓋部とを有する容器（例えば、化
粧料容器）を封印する封印シールは、封印シールの一部が容器本体部に接着され、封印シ
ールの他部が蓋部に接着される。すなわち、封印シールは、容器本体部と蓋部とを跨って
接着される。そして、容器を開封する際は、この封印シールを取り除くことで、蓋部の開
閉が可能となり、容器内に収容された収容物の使用が可能となる。また、封印シールの有
無により、ユーザは、封印シールが貼付された容器が未開封であるか否かを認識すること
ができる。
【００１０】
　なお、封印シールは、封印時（例えば、封印シールが貼付された容器本体の保管時や輸
送時）、封印シールが容器本体から剥がれることがないように強い接着力が必要とされる
。一方、封印シールは、容器を開封した後、すなわち容器を使用する際には、封印シール
のうちの不用な部分（例えば、蓋部に付着している部分）は、容器本体から容易に剥がす
ことができることが望ましい。開封後のシールは、使用の妨げとなる虞があり、また、容
器本体の外観を損なうことも懸念されるからである。更に、無理に剥がすと、接着剤が蓋
部に残ってしまうといった懸念もあるからである。
【００１１】
　上記に鑑み、本発明は、内容物を収容する容器本体部と該容器本体部の開口部を塞ぐ蓋
部とを有する所定の容器を封印する封印シールであって、シート状のシール本体と、前記
シール本体の一方の面に設けられ、前記所定の容器と接着される接着部と、を備え、前記
接着部は、前記容器本体部に接着される本体接着部と、該本体接着部と一体的に形成され
、前記蓋部に接着される蓋接着部と、を有し、前記蓋接着部は、該蓋部との接着強度を調
整するための領域として、該蓋部と接着しない非接着領域を有し、かつ、接着強度が前記
本体接着部の接着強度よりも弱く調整されている、封印シールとしてもよい。
【００１２】
　本発明の封印シールによれば、蓋接着部に非接着領域を設けることで、蓋接着部の接着
強度を調整することが可能となる。なお、本体接着部の表面、すなわちシール本体の他方
の面には、例えば、容器の内容物の表示、社名、ロゴ等を付すことができる。従って、容
器本体部に貼付される封印シールは、保管時や輸送時だけでなく、開封後も容器本体部か
ら剥がれない程度の十分な接着強度を有していることが好ましい。一方、蓋部に接着され
る封印シールは、本体接着部よりも弱い接着強度になるように設計されているので、容易
に剥がすことが可能となる。その結果、使用の妨げとなったり、容器本体の外観を損なう
といったことを防止することができる。
【００１３】
　ここで、封印シールを構成するシール本体部の材質や強度は、特に限定されるものでは
ないが、シール本体部は、容器の開封時にちぎれる程度の強度を有するようにしてもよい
。これにより、封印シールの改ざんを防止し、容器内に収容された内容物が真正商品であ
ることを証明することが可能となる。なお、封印シール自体は、ちぎれ難い十分な強度を
持たせ、シール本体部の一部に、容器の開封時に前記本体接着部側と前記蓋部接着部側と
を切断する切断部を設けてもよい。切断部は、例えば、切り込み線によって構成すること
ができる。これにより、容器を開封する際、封印シールが破損（切断）されるので、封印
シールの改ざんを防止することができる。
【００１４】
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　封印シールに関しても、前記非接着領域は、互いに間隔をあけて前記接着部上に設けら
れる複数のドットによって構成することができる。また、前記接着部の接着強度は、前記
複数のドットの数と、該複数のドットを構成する各ドットの大きさと、該複数のドット同
士の間隔と、のうち少なくともいずれか一つの要素に基づいて調整することができる。
【００１５】
　上述した封印シールは、様々な容器に用いることができ、化粧料容器にも好適に用いる
ことができる。そこで、本発明は、上述した封印シールによって封印された化粧料容器と
してもよい。より詳細には、本発明は、封印シールによって封印される化粧料容器であっ
て、前記化粧料容器は、化粧料を収容する容器本体部と、該容器本体部の開口部を塞ぐ蓋
部と、を備え、前記封印シールは、シート状のシール本体と、前記シール本体の一方の面
に設けられ、前記所定の容器と接着される接着部と、を備え、前記接着部は、前記容器本
体部に接着される本体接着部と、該本体接着部と一体的に形成され、前記蓋部に接着され
る蓋接着部と、を有し、前記蓋接着部は、該蓋部との接着強度を調整するための領域とし
て、該蓋部と接着しない非接着領域を有し、かつ、接着強度が前記本体接着部の接着強度
よりも弱く調整されているようにしてもよい。
【００１６】
　用途に応じてシールの特定部分の接着力を調整可能なシールを化粧容器に用いることで
、利便性の高い化粧料容器を提供することが可能となる。また、封印シールに改ざん防止
機能を持たせることで、商品（化粧料が充填された化粧料容器）が真正商品であることを
証明することが可能となる。
【００１７】
　以上、本発明のシール、封印シール、封印シールによって封印された化粧料容器につい
て説明したが、本発明は、このようなシール又は封印シールの製造方法としてもよい。具
体的には、本発明は、内容物を収容する容器本体部と該容器本体部の開口部を塞ぐ蓋部と
を有する所定の容器を封印する封印シールの製造方法であって、シート状のシール本体の
一方の面に設けられている前記所定の容器と接着される接着部のうち、前記蓋部と接着さ
れる蓋接着部に、該蓋部との接着強度を調整するための領域として、該蓋部と接着しない
非接着領域を印刷によって形成するようにしてもよい。
【００１８】
　印刷によって非接着領域を形成することで、簡易な工程により、上述した本発明の封印
シールを製造することができる。印刷は、凸版印刷とすることができる。例えば、蓋部の
材質や形状等に基づいて設計され、非接着領域に対応する凸部にインクが付された凸版を
、シール本体部の接着部側の面に所定の圧力で押し当てる。これにより、シール本体部の
接着部に、非接着領域を形成することが可能となる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、用途に応じてシールの特定部分の接着力を調整可能なシールに関する
技術を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　次に、本発明の封印シールの実施形態について図面に基づいて説明する。なお、本実施
形態では、封印シールを化粧料容器に用いた場合を例に説明する。
【００２１】
＜第一実施形態＞
（封印シールの構成）
　図１は、第一実施形態の封印シールの接着面側の平面図を示す。図２は、第一実施形態
の封印シールの表面側の平面図を示す。図３は、図1のＡＡ断面図を示す。図４は、封印
シールによって封印された化粧料容器の正面図を示す。図５は、封印シールによって封印
された化粧料容器の側面図を示す。
【００２２】
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　第一実施形態の封印シール１は、一枚のフィルム２によって形成され、フィルム２の一
方の面には、接着部３が設けられ、この接着部３は、本体接着部４と、蓋部接着部３とに
よって形成されている。
【００２３】
　フィルム２は、本発明のシール本体部に相当し、封印シール１のベースとなる。本実施
形態のフィルム２は、ポリエチレンテレフタラート（ＰＥＴ）からなる、透明フィルムに
よって構成されている。本実施形態では、フィルム２の外形が、化粧料容器６の外郭に合
わせて設計され、全体として逆Ｔ字状に形成されている（図４参照）。つまり、フィルム
２のうち、容器本体部６１と接着される部分が容器本体部６１に合わせて設計されること
で、この部分をラベルとして機能させることができる。
【００２４】
　フィルム２の一方の面には、接着部３が設けられている。接着部３を構成する接着剤の
種類や接着強度は、特に限定されるものではない。接着剤の種類や接着強度は、接着部３
が接着される被接着面、換言すると化粧料容器６の材質や化粧料容器の形状に応じて適宜
設計することができる。なお、接着部３が設けられたフィルム２は、一方の面に予め粘着
面が形成されている既存のフィルムを適宜用いることができる。また、本実施形態では、
透明フィルムを用いたが、色つきのフィルムであってもよい。
【００２５】
　本体接着部４は、化粧料容器６の容器本体部６１に接着される（図４、図５参照）。本
体接着部４を有するフィルム２の表面には、商品名、内容量、成分、販売元等が記載され
ており、フィルム２の本体接着部４側の表面は、ラベルとして機能している。なお、本体
接着部４は、後述する蓋接着部５と異なり、接着強度の調整が行われていない。つまり、
フィルム２の接着部３の接着強度が、そのまま本体接着部４の接着強度となる。従って、
上述したフィルム２の接着強度は、化粧料容器６のうち、容器本体部６１の材質や形状に
応じて設計することが好ましい。なお、本実施形態では、容器本体部６１がガラス素材に
よって形成されていることから、フィルム２の接着強度は、ガラス素材からなる容器本体
部６１から剥がれ難いように設計されている。
【００２６】
　蓋接着部５は、化粧料容器６の蓋部６２に接着される。蓋接着部５には、本発明の非接
着領域に相当する複数のドット８が設けられている。ドット８の表面は、粘着力が無いこ
とから、その結果、蓋接着部５の接着強度が、本体接着部４よりも弱く設計されている。
本実施形態では、蓋接着部５の面積に対して、ドット８の合計面積が凡そ２０％に設計さ
れている。ドット８は、直径約０．３ｍｍであり、ドット８同士の間隔は、約０．５ｍｍ
に設計されている。また、本実施形態では、ドット８が規則的に配置されている。
【００２７】
　なお、蓋接着部５の面積に対する、ドット８の合計面積の割合を増加させることで、接
着強度を徐々に弱く設計することが可能となる。また、ドット８の大きさ、ドットの数、
ドット８同士の間隔を適宜調整することで、蓋接着部５の接着強度を調整することができ
る。なお、本実施形態では、化粧料容器６の蓋部６２が円筒形のプラスチックによって構
成されており、蓋接着部５の接着強度は、このような蓋部６２の材質や形状を考慮して、
開封時に剥がし易い接着強度として設計されている。
【００２８】
　また、本実施形態の封印シール１には、切断部７が設けられている。本実施形態では、
この切断部７がミシン目によって構成されている。封印シール１によって化粧料容器６が
封印された状態で、蓋部６２を開閉すると、切断部７が切断される。すなわち、封印シー
ル１が切断部７を基線として本体部接着部側と蓋部接着部側とに分断される。従って、本
実施形態の封印シール１では、切断部７を有することで、封印シール１の改ざんが防止で
きるように構成されている。
【００２９】
＜封印シールの製造方法＞
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　次に、上述した封印シールの製造方法について説明する。ここで、図６は、封印シール
の製造フローを示す。同図に示すように、先ず、ステップＳ０１では、封印シール１の設
計が行われる。具体的には、封印シール１が貼付される容器（本実施形態では、化粧料容
器）の材質や形状等に基づいて、封印シール１を構成する、フィルム２の材質の設計、フ
ィルム２の接着部３の接着強度の設計等が行われる。また、蓋接着部５に設けられる複数
のドット８の大きさ、ドット８の総数、ドット８同士の間隔等が設計され、その結果、蓋
接着部５の接着強度が決定される。封印シール１の設計が終わると、次の工程（ステップ
Ｓ０２）へ進む。
【００３０】
　ステップＳ０２では、ドット８の成形が行われる。具体的には、ステップＳ０１におい
て設計された、ドット８の大きさ、ドット８の総数、ドット８同士の間隔等の要素に基づ
いて、凸版印刷に用いる凸版の突部が設計される。このように設計された凸版にインクを
付し、インクが付された凸版を、材質や接着強度が決定されたフィルム２の蓋接着部５に
所定の圧力で押し当てる。その結果、フィルム２の接着面側に、複数のドット８（非接着
領域）を形成することができる。なお、フィルム２には、既存の予め接着部が形成されて
いるフィルムを用いることができる。ドットの成形が完了すると、次の工程（ステップＳ
０３）へ進む。
【００３１】
　ステップＳ０３では、ドット８の成形が行われた封印シール１の仕上げが行われる。仕
上げでは、切断部７（ミシン目）の成形、貼付する容器に合わせた封印シール１の切断、
接着部３を被覆する被覆シートの貼付け等が行われる。以上説明した作業工程を行うこと
で、封印シール１の製造が完了する。
【００３２】
＜封印シールの使用方法＞
　次に、上述した封印シール１の使用方法について説明する。封印シール１は、化粧料容
器６に貼付して使用する。より具体的には、封印シール１の本体接着部４を化粧料容器６
の容器本体部６１へ貼付け、封印シール１の蓋接着部５を化粧料容器６の蓋部６２へ貼り
付ける。これにより、化粧料容器６の封印が完了する。封印が完了した化粧料容器６は、
保管や運搬等を経て、例えば店頭へ陳列され、その後ユーザの手に渡る。
【００３３】
　ユーザの手に渡った封印された化粧料容器６は、蓋部６２が開封されると、容器本体部
６１と蓋部６２とに跨って貼付されている封印シール１が切断部７で切断される。封印シ
ール１のうち本体接着部４側については、十分な接着強度を有していることから、容器本
体部６１に貼付された状態を維持し、その後もラベルとして機能する。一方、封印シール
１のうち蓋接着部５側は、蓋部６２に貼付されているが、貼付されたまま使用すると容器
を使用する際に邪魔となる虞があり、また、外観上も好ましくない。従って、蓋部６２に
貼付されている封印シール１（蓋接着部５側）は、蓋部６２から剥がし、その後処分する
。なお、蓋接着部５の接着強度は、本体接着部４の接着強度よりも弱く設計されているこ
とから、蓋接着部５は、蓋部６２から容易に剥がすことができる。その結果、接着剤が蓋
部６２に残ることもない。
【００３４】
＜効果＞
　以上説明した第一実施形態の封印シール１によれば、一枚の封印シールで、容器本体部
６１との十分な接着力を保持し、かつ、開封後では、封印シール１（蓋接着部５側）を蓋
部６２から容易に剥がすことができる。また、蓋接着部５に設けられているドット８は、
印刷によって行うことができ、非常に簡易な工程で、上記のような優れた封印シール１を
製造することができる。また、ドット８の形状や大きさ等は、自由に変更可能であり、容
器の素材や形状に適した接着強度を有する封印シールを提供することができる。また、本
実施形態の封印シール１は、一枚の封印シールで、ラベルとしての機能と、改ざん防止の
機能を果たすことができる。更に一枚の封印シールで上記のような優れた効果を発揮する
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、使用材料の低減によってコストの削減を図ることができる。また、廃棄物を減らすこと
もできる。
【００３５】
＜第二実施形態＞
　次に、第二実施形態の封印シール１ａについて説明する。なお、第一実施形態の封印シ
ール１と同様の構成については、同一符号を付すことでその詳細な説明を省略する。
【００３６】
　図７は、第二実施形態の封印シール１ａの接着面側の平面図を示す。同図に示すように
、第二実施形態の封印シール１ａは、フィルム２の接着部３に、本発明の非接着領域に相
当する格子が形成されている。すなわち、第一実施形態のドット８に替えて、非接着領域
として格子９が印刷により施されている。その結果、第一実施形態の封印シール１と同じ
く、一枚の封印シールで、容器本体部６１との十分な接着力を保持し、かつ、開封後では
、蓋部６２から残った封印シール（蓋接着部５）を容易に剥がすことができる。
【００３７】
　なお、第一実施形態の封印シール１では、ドット８の大きさ、ドット８の総数、ドット
８同士の間隔を調整することで、蓋接着部５の接着強度を調整することが可能であった。
これに対し、第二実施形態の封印シール１ａでは、格子９を構成する線同士の間隔や線の
太さを調整することで、接着部の接着強度を調整することができる。
【００３８】
　なお、第二実施形態の封印シール１ａも、第一実施形態の封印シール１と同様の工程に
よって製造することができる。すなわち、封印シール１ａに使用するフィルム２を適宜選
択し、選択されたフィルム２の接着部３に、凸版印刷によって、設計された格子９を設け
ればよい。
【００３９】
　以上本発明の実施形態について説明したが、本発明のシールに関する技術はこれらに限
らず、可能な限りこれらの組合せを含むことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】第一実施形態の封印シールの接着面側の平面図を示す。
【図２】第一実施形態の封印シールの表面側の平面図を示す。
【図３】図１のＡＡ断面図を示す。
【図４】封印シールによって封印された化粧料容器の正面図を示す。
【図５】封印シールによって封印された化粧料容器の側面図を示す。
【図６】封印シールの製造フローを示す。
【図７】第二実施形態の封印シールの接着面側の平面図を示す。
【符号の説明】
【００４１】
１・・・封印シール
２・・・フィルム
３・・・接着部
４・・・本体接着部
５・・・蓋接着部
６・・・化粧料容器
７・・・切断部
８・・・ドット
９・・・格子
６１・・・容器本体部
６１・・・蓋部
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